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発行日：平成 27年 10月 

第  １ ９ 号      商   工  会  だ  よ  り 

商工会の経営支援内容 

 

○事業概要 

国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機

関と連携して、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支援します。 

○補助金内容 

1.革新的なサービスの創出（補助率 2/3） 

（1）一般型  補助上限額:1,000万円 

（2）コンパクト型 補助上限額:700万円 

2.ものづくりの革新（補助率 2/3） 補助上限額:1,000万円 

 

◆第 1次受付分    当商工会の経営支援により、1社 採択されました。 

 

◆第 2次受付分    当商工会の経営支援により、2社 採択されました。 

 

※平成 27年 10月現在、平成 27年実施予定分の申請書受付は終了しました。 

 
 

 

 

平成 26年度補正 『ものづくり・商業・サービス革新補助金』 

 

 

○経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、原則５０万円を上限に補助 

金（補助率２/３）が出ます。 

○計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会の指導・助言を受けられます。 

○小規模事業者が対象です。 

○申請にあたっては、最寄りの商工会へ事業支援計画書の作成・交付を依頼する必要があ 

ります。 

◆第 1次受付分    当商工会の経営支援により、3社 採択されました。 

◆第 2次受付分    当商工会の経営支援により、15社 採択されました。 

◆追加公募受付分 当商工会の経営支援により、4社 採択されました。 

※平成 27年 10月現在、平成 27年実施予定分の申請書受付は終了しました。 

 

 

平成 26年度補正（平成 27年実施） 『小規模事業者持続化補助金』 
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平成 27年 10月 1日から広島県最低賃金は、 時間額 ７６９円 となりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。年齢・性別・雇用形態［常用・臨

時・パート・アルバイト等］の別を問いません。また、特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃

金よりも金額の高い産業別最低賃金が適用される場合があります。 

（広島労働局のホームページ http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/） 
 
 
 
  

  

◆第 36回加茂町夏祭サマーフェスティバル 2015開催（H27.8.1）◆ 
 
 第 36回加茂町夏祭サマーフェスティバル 2015が開催されました。今年は天候に

恵まれ、恒例の菓子・餅投げに木札も加わり、ナンバーくじの景品もパワーアップ。ス

テージでは、青年部のゆるキャラ『ほく部長』の紹介や『花鼓』による迫力ある和太鼓

演奏、子供達のヒップホップダンス、加茂中学校の生徒有志によるソーラン節などで

盛り上がりました。また、出店では青年部のスパイラルポテトなど子供達の夏休みの

思い出に残るお祭りとなりました。 

 

 
◆駅家町夏祭り サッサカ 2015盛大に開催（H27.8.22）◆ 

 

第３５回駅家町夏祭りサッサカ２０１５が開催されました。 

晴天の中、場内いっぱいの人出でにぎわい、餅投げやブラスバンド演奏、舞台

芸、そして最後は恒例の盆踊りで盛大に盛り上がりました。 

商工会員をはじめ多くの方々にご協賛をいただき、また、交通安全や会場内外

の警備、保健衛生等各方面でのたくさんのご協力あっての夏祭り。深く感謝申し上

げますとともに来年もどうぞよろしくお願い致します。 

サマー・サッサカ  夏祭り  

≪最低賃金に算入しない賃金≫ 

 

（１）精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

（２）定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金（割増賃金等） 

（３）臨時に支払われる賃金（結婚手当等） 

（４）１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与等） 

最低賃金改定のお知らせ 

◆スマイリー接骨院 田頭睦之 様（H27.4.29）◆ 
 

自衛隊における危険従事者としてスマイリー接骨院の田頭睦之様が瑞宝双光章

を受賞されました。 

瑞宝双光章 受賞のお知らせ 
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月日 名称 場所 

平成 27年 10月 17・18日 三蔵祭 福山大学 

平成 27年 10月 24・25日 御幸祭 福山平成大学 

平成 27年 10月 31日 HALLOWEEN TOWN 福山駅近辺 

平成 27年 11月 14・15日 港輝祭 福山市立大学 

平成 28年 3月 地域物産展 福山高速 SA 

◆葬祭マナー講座 開催（H27.6.18）◆ 
 
 突然親族の方が亡くなった際に、作法・宗派によって異なる葬儀の手続き

や葬儀の流れを本講座で学ぶ事ができました。今後は、本講座で得た知識

をもしもの時には役立てて頂きたいと思います。 

◆ほく部長の今後の出張予定◆ 
 
 

女 性 部 活 動 

青 年 部 活 動 

◆EM石鹸作り（H27.9.29）◆ 
 

廃油を利用することで環境に配慮し、靴下や雑巾の汚れが良く落ちると好評の『Ｅ

Ｍ石鹸』を約 300個作りました。 

◆エコキャップ最終回収のお知らせ◆ 
 

エコキャップ回収事業では、多くの商工会員の皆様並びに地域の方々から多大なる御協力を賜り深

く感謝申し上げます。 

お陰様で、当会女性部から約 30,000人の方々にワクチンを届け、約 187,000㎏の二酸化炭素の発

生抑制に貢献することが出来ました。 

今年 6月に女性部よりお知らせさせて頂きましたが、回収事業は終了致しました。 

なかなか回収事業終了の周知が行き届かず、ついつい習慣で集めてしまったなどの嬉しいお声を

頂いております。 

お手元のエコキャップについては、10月 30日(金)を期限として最終の回収を実施致しますので、当

商工会本所または加茂支所へお持込み下さい。 

なお 10月 30日(金)以降につきましては、下記リサイクル業者様へ郵送またはお持込み頂きますよ

う宜しくお願い申し上げます。 

エコキャップ回収リサイクル業者 

     ㈱みどり商会 第 2工場 （担当：作田様・池田様） 

      【住所】〒722-1414 三原市久井町坂井原 106-4 

      【TEL】0847-32-6451 【FAX】0847-32-6401 
 



 

 
- 4 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業所名 代表者名 地区 事業所住所 業種 

愛生兆・コスモアイ 西原 君枝 地区外 福山市南町 6-7  飲食業 

Boom Boom Bar 宮 龍行 倉光 福山市駅家町倉光 424-2 飲食業 

大吉ラーメン 内海 政治 地区外 府中市府川町 493-1 飲食業 

 高田 多津代 地区外 福山市御幸町上岩成 743-2 コーヒー豆販売 

 花森 滋也 地区外 福山市御幸町森脇 443-13 飲食業 

赤豊 赤木 修一 万下 福山市駅家町万能倉 1128-3 とび工事業 

㈲平井技建 平井 圭二 地区外 福山市坪生町 1488 建設業 

PLACE 吉岡 辰真 坊寺 福山市駅家町坊寺 230 小売業 

 

小規模企業共済制度のご案内 

新入会員の紹介（加入順） （期間：平成 27年 6月 1日から平成 27年 9月 30日まで） 
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（平成 27年 9月 9日 現在）  

※詳細は、日本政策金融公庫ホームページ  http://www.jfc.go.jp/ をご覧頂くか、日本政策金融公庫  

福山支店の窓口までお問い合わせ下さい。 (TEL：084-922-6550) 

 
 

融資制度 融資限度額 資金用途 

マル経融資 ２，０００万円 

【運転資金】仕入資金、掛金・手形決済資金、給与等諸経費

の支払い 

【設備資金】店舗・工場改装、営業車両購入、機械設備・什

器の購入 

 

経営環境変化資金  

(セーフティネット貸付 )  

 

 

４，８００万円 商工会の経営支援を受けて、財務内容の健全化を目標とする計

画を策定する事業者が必要とする運転資金 

 

企業活力強化資金  

 

 

７，２００万円 
卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業を営む方

で、店舗の新築・増改築や機械設備等の導入を行う資金  

 

中小企業経営力強化資金  

 

 

２，０００万円 商工会の指導や助言を受けて新事業分野の開拓などを行う資金 

融資制度 利率(年利)％ 

 

マル経融資 

 

１ ． ２ ５ 

 

経営環境変化資金 

(セーフティネット貸付) 

 

基準利率   1.30 ～ 2.65 

特利 R 1.10 ～ 2.15 

特利 T 0.90 ～ 1.95 

特利 O 0.70 ～ 1.75 

特利 V 0.50 ～ 1.55 

 

企業活力強化資金 

 

基準利率   1.30 ～ 2.90 
特利 A 0.90 ～ 2.50 
特利 B 0.65 ～ 2.25 
特利 C 0.40 ～ 2.00 

 

中小企業経営力強化資金 

 

 

１ ． ５ ０ ～ １ ． ９ ０ 

融資制度のご案内 

事業資金・運転資金が必要な時に、日本政策金融公庫の制度融資等、有利な融資について斡旋

しております。お気軽に商工会事務局へご相談下さい。 

 
 

http://www.jfc.go.jp/
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商工貯蓄共済おすすめします！ 

 

 ◆商工会の会員・家族・従業員のみ加入できます！ 

◆貯蓄部分は、大口定期の金利が付きます！ 

◆保障部分は、団体割引で割安です！ 

◆健康診断の助成があります！【詳細は下記】 

◆１年分前納すれば、掛金３％キャッシュバック！ 

◆１口あたり１００万円の融資を受けることが可能です！ 

◆満期更新の場合(被保険者同一で元の保険金の範囲)は告知なく再度加入いただけます！ 

 【健康診断等助成金制度】 
 健康診断・人間ドック等の検診費用で最高１５，０００円まで助成されます。 

対 象 者：満３０歳以上の加入者（その家族を含む）および被保険者 

          一契約者（名寄せ）につき年度内２名が限度 

助成内容：加入口数３口まで…５，０００円または検診費用の半額のいずれか低い額 

加入口数５口まで…１０，０００円または検診費用の半額のいずれか低い額 

加入口数６口以上…１５，０００円または検診費用の半額のいずれか低い額 

請求方法：受診後、商工会へ領収書（写）と契約者印をご持参下さい 

           商工会で所定請求書を作成し手続きをおこないます 

※同一人が年度内に２回以上受診した場合の助成金請求は、１回分（初回）の 

助成金請求のみ対象となります。 

 

 
 
 
 

 

 ①加入資格：商工会員およびその家族・従業員の方 

②被保険者：保険年齢６歳以上６５歳までの健康な方 

③掛  金：１口２，０００円（加入限度口数３０口(被保険者１５歳以上の方)） 

④満  期：１０年満期で満期時に貯蓄積立金（元利合計）に配当金を加算してお支払 

当商工会 Web サイト 

URL： 

http://fukuyamakita.jp/ 

概 

要 

加
入
メ
リ
ッ
ト 

福山北商工会 

本   所 〒720-1132 

【住所】 福山市駅家町倉光 417 

【TEL】084-976-3111 

【FAX】084-976-3211 

加茂支所 〒720-2418 

【住所】 福山市加茂町中野 1-3-2 

【TEL】084-972-3008 

【FAX】084-972-4270

 

     


